
 

感発 0927 第３号 

令和６年９月 27日 

 

都道府県知事 

各  市 町 村 長  殿 

  特 別 区 長  

 

厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長 

（   公   印   省   略   ）  

 

予防接種実施規則の一部を改正する省令の公布について 

 

予防接種実施規則の一部を改正する省令（令和６年厚生労働省令第 129 号）及び予防接種

実施規則の一部を改正する省令（令和６年厚生労働省令第 130 号）が本日、別紙のとおり公

布されました。 

改正省令の内容は下記のとおりですので、貴職におかれましてはこれを十分御了知の上、

関係機関等に周知をお願いいたします。 

 

記 

 

第１ 改正の概要 

１ 予防接種実施規則の一部を改正する省令（令和６年厚生労働省令第 129号）について 

（１）小児の肺炎球菌感染症の定期の予防接種の実施方法について、沈降 20 価肺炎球菌

結合型ワクチンを追加し、沈降 13 価肺炎球菌結合型ワクチンを除く。 

（２）その他所要の改正を行う。 

 

２ 予防接種実施規則の一部を改正する省令（令和６年厚生労働省令第 130号）について 

（１）新型コロナウイルス感染症の定期接種は、毎年 10 月１日から翌年３月 31日までの

間に、以下のいずれかの方法で行うものとする。 

 ・ コロナウイルス（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）ＲＮＡワクチン（令和３年２月 24日に医

薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（以下「法」とい

う。）第 14条の承認を受けたものであって、ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２オミクロン株ＪＮ．

１系統の株を抗原とするワクチンに限る。）を１回筋肉内に注射するものとし、接種量

は、0.3ミリリットルとする方法 

 ・ コロナウイルス（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）ＲＮＡワクチン（令和３年５月 21日に法

第 14 条の承認を受けたものであって、ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２オミクロン株ＪＮ．１

系統の株を抗原とするワクチンに限る。）を１回筋肉内に注射するものとし、接種量

は、0.5ミリリットルとする方法 

 ・ 組換えコロナウイルス（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）ワクチン（令和４年４月 19日に法

第 14 条の承認を受けたものであって、ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２オミクロン株ＪＮ．１



 

系統の株を抗原とするワクチンに限る。）を一回筋肉内に注射するものとし、接種量

は、0.5ミリリットルとする方法 

 ・ コロナウイルス（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）ＲＮＡワクチン（令和５年８月２日に法

第 14 条の承認を受けたものであって、ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２オミクロン株ＪＮ．１

系統の株を抗原とするワクチンに限る。）を１回筋肉内に注射するものとし、接種量

は、0.6ミリリットルとする方法 

 ・ コロナウイルス（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）ＲＮＡワクチン（令和５年 11 月 28 日に

法第 14 条の承認を受けたものであって、ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２オミクロン株ＪＮ．

１系統の株を抗原とするワクチンに限る。）を一回筋肉内に注射するものとし、接種量

は、0.5ミリリットルとする方法 

（２） その他所要の改正を行う。 

 

第２ 施行期日 

この省令は、令和６年 10月１日から施行すること。 

   

以上 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 (分冊の)

〇
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
九
号

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
予
防
接
種
実
施
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
九
月
二
十
七
日

厚
生
労
働
大
臣

武
見

敬
三





予
防
接
種
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

予
防
接
種
実
施
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
接
種
の
方
法
）

（
接
種
の
方
法
）

第
十
七
条

肺
炎
球
菌
感
染
症
（
小
児
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。）の
予
防
接
種
の
初
回
接
種
は
、
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
対
象
者
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
方
法
で
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条

肺
炎
球
菌
感
染
症
（
小
児
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。）の
予
防
接
種
の
初
回
接
種
は
、
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
対
象
者
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
方
法
で
行
う
も
の
と
す
る
。

対

象

者

方

法

対

象

者

方

法

初
回
接
種
の
開
始
時
に
生
後
二

月
か
ら
生
後
七
月
に
至
る
ま
で

の
間
に
あ
る
者

生
後
二
十
四
月
に
至
る
ま
で
の
間
に
、
沈
降
十
五
価
肺
炎
球
菌
結
合
型

ワ
ク
チ
ン
又
は
沈
降
二
十
価
肺
炎
球
菌
結
合
型
ワ
ク
チ
ン
を
二
十
七
日

以
上
の
間
隔
を
お
い
て
三
回
筋
肉
内
又
は
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と

し
、
接
種
量
は
、
毎
回
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。
た
だ
し
、
生

後
十
二
月
を
超
え
て
第
二
回
目
の
注
射
を
行
っ
た
場
合
は
、
第
三
回
目

の
注
射
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

初
回
接
種
の
開
始
時
に
生
後
二

月
か
ら
生
後
七
月
に
至
る
ま
で

の
間
に
あ
る
者

生
後
二
十
四
月
に
至
る
ま
で
の
間
に
、
沈
降
十
三
価
肺
炎
球
菌
結
合
型

ワ
ク
チ
ン
又
は
沈
降
十
五
価
肺
炎
球
菌
結
合
型
ワ
ク
チ
ン
を
二
十
七
日

以
上
の
間
隔
を
お
い
て
三
回
皮
下
（
沈
降
十
五
価
肺
炎
球
菌
結
合
型
ワ

ク
チ
ン
に
あ
っ
て
は
、
筋
肉
内
又
は
皮
下
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。）に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
毎
回
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト

ル
と
す
る
。た
だ
し
、生
後
十
二
月
を
超
え
て
第
二
回
目
の
注
射
を
行
っ

た
場
合
は
、
第
三
回
目
の
注
射
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

初
回
接
種
の
開
始
時
に
生
後
七

月
に
至
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
生

後
十
二
月
に
至
る
ま
で
の
間
に

あ
る
者

生
後
二
十
四
月
に
至
る
ま
で
の
間
に
、
沈
降
十
五
価
肺
炎
球
菌
結
合
型

ワ
ク
チ
ン
又
は
沈
降
二
十
価
肺
炎
球
菌
結
合
型
ワ
ク
チ
ン
を
二
十
七
日

以
上
の
間
隔
を
お
い
て
二
回
筋
肉
内
又
は
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と

し
、
接
種
量
は
、
毎
回
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

初
回
接
種
の
開
始
時
に
生
後
七

月
に
至
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
生

後
十
二
月
に
至
る
ま
で
の
間
に

あ
る
者

生
後
二
十
四
月
に
至
る
ま
で
の
間
に
、
沈
降
十
三
価
肺
炎
球
菌
結
合
型

ワ
ク
チ
ン
又
は
沈
降
十
五
価
肺
炎
球
菌
結
合
型
ワ
ク
チ
ン
を
二
十
七
日

以
上
の
間
隔
を
お
い
て
二
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、接
種
量
は
、

毎
回
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

初
回
接
種
の
開
始
時
に
生
後
十

二
月
に
至
っ
た
日
の
翌
日
か
ら

生
後
二
十
四
月
に
至
る
ま
で
の

間
に
あ
る
者

沈
降
十
五
価
肺
炎
球
菌
結
合
型
ワ
ク
チ
ン
又
は
沈
降
二
十
価
肺
炎
球
菌

結
合
型
ワ
ク
チ
ン
を
六
十
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
二
回
筋
肉
内
又
は

皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
毎
回
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト

ル
と
す
る
。

初
回
接
種
の
開
始
時
に
生
後
十

二
月
に
至
っ
た
日
の
翌
日
か
ら

生
後
二
十
四
月
に
至
る
ま
で
の

間
に
あ
る
者

沈
降
十
三
価
肺
炎
球
菌
結
合
型
ワ
ク
チ
ン
又
は
沈
降
十
五
価
肺
炎
球
菌

結
合
型
ワ
ク
チ
ン
を
六
十
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
二
回
皮
下
に
注
射

す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
毎
回
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

初
回
接
種
の
開
始
時
に
生
後
二

十
四
月
に
至
っ
た
日
の
翌
日
か

ら
生
後
六
十
月
に
至
る
ま
で
の

間
に
あ
る
者

沈
降
十
五
価
肺
炎
球
菌
結
合
型
ワ
ク
チ
ン
又
は
沈
降
二
十
価
肺
炎
球
菌

結
合
型
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
筋
肉
内
又
は
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、

接
種
量
は
、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

初
回
接
種
の
開
始
時
に
生
後
二

十
四
月
に
至
っ
た
日
の
翌
日
か

ら
生
後
六
十
月
に
至
る
ま
で
の

間
に
あ
る
者

沈
降
十
三
価
肺
炎
球
菌
結
合
型
ワ
ク
チ
ン
又
は
沈
降
十
五
価
肺
炎
球
菌

結
合
型
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、

〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

２

肺
炎
球
菌
感
染
症
（
小
児
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。）の
予
防
接
種
の
追
加
接
種
は
、
初
回
接
種
の
開
始
時
に

生
後
二
月
か
ら
生
後
十
二
月
に
至
る
ま
で
の
間
に
あ
っ
た
者
に
対
し
、
前
項
の
初
回
接
種
に
係
る
最
後
の
注
射

終
了
後
六
十
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
た
後
で
あ
っ
て
、
生
後
十
二
月
に
至
っ
た
日
以
降
に
お
い
て
、
沈
降
十
五

価
肺
炎
球
菌
結
合
型
ワ
ク
チ
ン
又
は
沈
降
二
十
価
肺
炎
球
菌
結
合
型
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
筋
肉
内
又
は
皮
下
に
注

射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

２

肺
炎
球
菌
感
染
症
（
小
児
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。）の
予
防
接
種
の
追
加
接
種
は
、
初
回
接
種
の
開
始
時
に

生
後
二
月
か
ら
生
後
十
二
月
に
至
る
ま
で
の
間
に
あ
っ
た
者
に
対
し
、
前
項
の
初
回
接
種
に
係
る
最
後
の
注
射

終
了
後
六
十
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
た
後
で
あ
っ
て
、
生
後
十
二
月
に
至
っ
た
日
以
降
に
お
い
て
、
沈
降
十
三

価
肺
炎
球
菌
結
合
型
ワ
ク
チ
ン
又
は
沈
降
十
五
価
肺
炎
球
菌
結
合
型
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の

と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）前
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
予
防
接
種
実
施
規
則
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
沈
降
十
三
価
肺
炎
球
菌
結
合
型
ワ
ク
チ
ン
の
注
射
を
受
け
た
者
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の

予
防
接
種
実
施
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。）第
十
七
条
に
規
定
す
る
沈
降
十
五
価
肺
炎
球
菌
結
合
型
ワ
ク
チ
ン
又
は
沈
降
二
十
価
肺
炎
球
菌
結
合
型
ワ
ク
チ
ン
の
注
射
を
受
け
た
者
と
み
な
し
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３

施
行
日
前
の
注
射
で
あ
っ
て
、
新
規
則
第
十
七
条
に
規
定
す
る
沈
降
二
十
価
肺
炎
球
菌
結
合
型
ワ
ク
チ
ン
の
注
射
に
相
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
注
射
を
同
条
に
規
定
す
る
沈
降
二
十
価
肺
炎
球
菌
結
合
型
ワ
ク
チ
ン
の
注
射
と
、

当
該
注
射
を
受
け
た
者
を
同
条
の
規
定
に
よ
る
沈
降
二
十
価
肺
炎
球
菌
結
合
型
ワ
ク
チ
ン
の
注
射
を
受
け
た
者
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。





予
防
接
種
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

予
防
接
種
実
施
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
〜
第
十
二
章

（
略
）

第
一
章
〜
第
十
二
章

（
略
）

第
十
三
章

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
予
防
接
種
（
第
二
十
四
条
）

（
新
設
）

附
則

附
則

（
使
用
接
種
液
）

（
使
用
接
種
液
）

第
二
条

予
防
接
種
に
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律（
昭

和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
四
条
に
お
い
て
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
と

い
う
。）
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
検
定
に
合
格
し
、
か
つ
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
四
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
現
に
適
合
し
て
い
る
接
種
液
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
二
条

予
防
接
種
に
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律（
昭

和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
検
定
に
合
格
し
、
か
つ
、
同
法
第
四
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
現
に
適
合
し
て
い
る
接
種
液
を
用
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
臨
時
の
予
防
接
種
）

（
臨
時
の
予
防
接
種
）

第
八
条

ジ
フ
テ
リ
ア
、
百
日
せ
き
、
急
性
灰
白
髄
炎
、
破
傷
風
、
麻
し
ん
、
風
し
ん
、
日
本
脳
炎
、
結
核
、
Ｈ

ｉ
ｂ
感
染
症
、
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
小
児
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。）、
ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、

水
痘
、
Ｂ
型
肝
炎
、
ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
、
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
高
齢
者
が
か
か
る
も

の
に
限
る
。）又
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
臨
時
の
予
防
接
種
に
係
る
接
種
方
法
及
び
接
種
量
は
、
次

章
か
ら
第
十
三
章
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
を
標
準
と
し
、
被
接
種
者
の
年
齢
、
身
体
の
状
況
、
既
に
受
け
た
当

該
予
防
接
種
の
回
数
等
に
応
じ
て
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条

ジ
フ
テ
リ
ア
、
百
日
せ
き
、
急
性
灰
白
髄
炎
、
破
傷
風
、
麻
し
ん
、
風
し
ん
、
日
本
脳
炎
、
結
核
、
Ｈ

ｉ
ｂ
感
染
症
、
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
小
児
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。）、
ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、

水
痘
、
Ｂ
型
肝
炎
、
ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
又
は
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
高
齢
者
が
か
か
る

も
の
に
限
る
。）の
臨
時
の
予
防
接
種
に
係
る
接
種
方
法
及
び
接
種
量
は
、
次
章
か
ら
第
十
三
章
ま
で
に
定
め
る

と
こ
ろ
を
標
準
と
し
、
被
接
種
者
の
年
齢
、
身
体
の
状
況
、
既
に
受
け
た
当
該
予
防
接
種
の
回
数
等
に
応
じ
て

決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
章

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
予
防
接
種

（
新
設
）

（
接
種
の
方
法
）

第
二
十
四
条

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
定
期
の
予
防
接
種
は
、
毎
年
十
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

一

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ

Ｃ
ｏ
Ｖ

２
）
Ｒ
Ｎ
Ａ
ワ
ク
チ
ン
（
令
和
三
年
二
月
二
十
四
日
に
医
薬

品
医
療
機
器
等
法
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
て
、
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ

Ｃ
ｏ
Ｖ

２
オ
ミ
ク
ロ
ン
株

Ｊ
Ｎ
．
１
系
統
の
株
を
抗
原
と
す
る
ワ
ク
チ
ン
に
限
る
。）を
一
回
筋
肉
内
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量

は
、
〇
・
三
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
方
法

二

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ

Ｃ
ｏ
Ｖ

２
）
Ｒ
Ｎ
Ａ
ワ
ク
チ
ン
（
令
和
三
年
五
月
二
十
一
日
に
医
薬

品
医
療
機
器
等
法
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
て
、
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ

Ｃ
ｏ
Ｖ

２
オ
ミ
ク
ロ
ン
株

Ｊ
Ｎ
．
１
系
統
の
株
を
抗
原
と
す
る
ワ
ク
チ
ン
に
限
る
。）を
一
回
筋
肉
内
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量

は
、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
方
法

三

組
換
え
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ

Ｃ
ｏ
Ｖ

２
）
ワ
ク
チ
ン
（
令
和
四
年
四
月
十
九
日
に
医
薬
品

医
療
機
器
等
法
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
て
、
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ

Ｃ
ｏ
Ｖ

２
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
Ｊ

Ｎ
．
１
系
統
の
株
を
抗
原
と
す
る
ワ
ク
チ
ン
に
限
る
。）を
一
回
筋
肉
内
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、接
種
量
は
、

〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
方
法

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
十
号

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
予
防
接
種
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
九
月
二
十
七
日

厚
生
労
働
大
臣

武
見

敬
三





四

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ

Ｃ
ｏ
Ｖ

２
）
Ｒ
Ｎ
Ａ
ワ
ク
チ
ン
（
令
和
五
年
八
月
二
日
に
医
薬
品
医

療
機
器
等
法
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
て
、Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ

Ｃ
ｏ
Ｖ

２
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
Ｊ
Ｎ
．

１
系
統
の
株
を
抗
原
と
す
る
ワ
ク
チ
ン
に
限
る
。）を
一
回
筋
肉
内
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、接
種
量
は
、〇
・

六
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
方
法

五

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ

Ｃ
ｏ
Ｖ

２
）
Ｒ
Ｎ
Ａ
ワ
ク
チ
ン
（
令
和
五
年
十
一
月
二
十
八
日
に
医

薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
て
、
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ

Ｃ
ｏ
Ｖ

２
オ
ミ
ク
ロ
ン

株
Ｊ
Ｎ
．
１
系
統
の
株
を
抗
原
と
す
る
ワ
ク
チ
ン
に
限
る
。）を
一
回
筋
肉
内
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種

量
は
、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
方
法

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 


